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２ 提出書類

入園のしおり及び各種証明書は、こまえ子育てねっと

からダウンロードすることができます。

QRコードが読取不能な場合は、インターネット上で

「こまえ子育てねっと」と検索し、以下のとおり操作し

てください。

（ホーム＞キーワードから探す＞幼稚園・保育園・保育

サービス＞令和７年度保育施設入園申込関連書式）

書類の提出に係る注意事項

（１）兄弟姉妹等複数人の申込みを行う場合は、申込む人数分の証明書類が必要となります。郵

送・窓口提出する場合はコピーしたものを併せてご用意いただき、お申込みください。

（２）締切日間近のご提出・申請の場合や、不足書類が申込受付期間内に揃わなかった場合、

点数に反映できない可能性がありますので、ご注意ください。

（３）各種証明書類の有効期限は、発行日から３か月以内です。

（４）その他、必要書類の提出を求める場合があります。

必須書類

（１）令和７年度子ども・子育て支援教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所（転園）申込書

（２）保護者が保育にあたれない状況を証明する書類（下記ア～クが両親ともに必要）

※20歳以上 65歳未満の同居親族（祖父母等）がいる場合は、その方が保育にあたれない

状況を証明する書類（（２）に記載のア～クに準ずる）も必要です。

ア 外勤・内職 就労証明書（市指定様式・会社記入）

イ

自営業・親

族経営会社

勤務

就労証明書（市指定様式・自身で記入）

※いずれかの自営を証明する下記の書類の写しが必要です

1．直近の確定申告書（電子申告の場合には受付番号が付番された申告

書（第１表・第２表））

2．開業届

3．給与明細（専従者用・直近３か月）

4．契約書（直近３か月が範囲内となっているもの）

5．その他（納品書・領収書・メール・通帳の写し等相手先が分かる書

類（直近３か月の各月１点ずつ））

ウ 就労内定 就労証明書（市指定様式・会社記入）

エ
病気や障が

いがある

障害者手帳の写し・診断書等

（保育が困難との記載があるもの。詳しくは問い合わせ又は市の様式を使用）

オ
介護にあた

っている

介護を証明する書類（介護認定通知書・障害者手帳・療育手帳等の写し、

診断書等）及び１週間の介護スケジュールが分かる書類（様式自由）

【QRコード】
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（３）児童の健康・発達に関する記録表（申込締切月までに申込児童が出生していない場合

は省略）

（４）令和７年度認可保育所等入園申込チェック表（４月入園申込みのみ必要）

該当する方のみ必要な書類

（１）以下の認可外保育サービスを利用して有償託児し、且つ現に保護者に保育の必要性がある

方（育休、求職中、復職予定を除く）。

（２）転入予定の方

カ 就学
就学を証明する書類（在学証明書等）及び１週間の就学スケジュールが分

かる書類（時間割表等、様式自由）

キ 出産予定

母子健康手帳の写し（表紙及び出産予定日が分かるページの写し）

※就労中の方は、出産予定でも就労証明書が必要です。

※入所可能年齢に達しなかった場合は、入所できず待機となります。入所

可能年齢に到達する利用調整会議で、改めて利用調整を行います。

ク 求職活動
就労確約書（市指定様式・自身で記入）

※ハローワークカード又は雇用保険受給資格者証の写し等が必要です。

補足必要書類

・物件引き渡し日・転入先住所・契約した保護者名を
　明記した賃貸借契約書又は売買契約書（写し）等
・同一生計者全員分の住民票

狛江市内の祖父母宅に引っ越す等の場合に
は、「同居予定申立書」（市様式あり）をご
提出ください。

必要書類 説明

①
認証保育所（東京都等に届出てい
る施設に限る。）

②
家庭福祉員（東京都等に届出ている
事業者に限る。）

③
ベビーシッター（東京都等に届出
ている事業者に限る。）

④
認可外保育施設等（行政自治体
に届出ている施設に限る。）

⑤
幼稚園を除く一時保育（東京都
等に届出ている施設に限る。）

「受託証明書」（市指定
様式を施設が記入）
または、
入所申込日の１か月以上
前から託児していること
が分かる実績表と「直近
１か月の保育料が支払い
済であることが分かる資
料（コピー可）

・一時保育（幼稚園を除く）の利用による、
　調整指数10の加点は以下の場合にのみ
　適用します。（詳細は38ページ）
　現に保護者に保育の必要性があり、入所
　申込日の１か月以上前から利用を開始して
　いる場合

認可外保育サービス

「受託証明書」（市指定
様式を施設が記入）
または、
「（受託開始日から）全
ての契約書」と「直近１
か月の保育料が支払い済
であることが分かる資料
（コピー可）

・調整指数番号10の加点には復職が必要
　です。証明書等の提出　により、復職日
　が確認できた時点以降で直近の利用調整
　会議から加点になります。
・過去に利用がある場合も、必要書類を提
　出してください。
・廃園・認可移行等の施設状況の変更に
　より、託児先施設への継続通園が困難
　になる場合も、必要書類をご提出くだ
　さい。
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（３）令和６年１月１日に狛江市に住民票のない方

（４）育児休業期間延長を許容できる方（転入予定のない市外住民の方は提出できません）

（５）保育士資格を有しており、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設

又は企業主導型保育事業で、保育士として従事している方（新規入所申請の方のみ）

（６）離婚を前提とした別居中の場合

（７）同一住所に居住しているが、生計が完全に別の方がいる場合

必要書類 説明

保育士証の写し
就労証明書の内容と併せて拝見します。育児休業中であっても、ご提出
ください。

必要書類 説明

令和６年度市区町村民税課税証明
書又は非課税証明書

令和６年度課税証明書は、令和５年１月１日～令和５年12月31日まで
の収入によって決まり、令和６年１月１日に住民票を登録していた自治
体で取得できます。

補足

「配偶者が死亡した場合」「離婚が成立した
場合」は、書類の提出は不要です。

必要書類

裁判所の呼び出し状等、離婚手続き中であることが分かる書
類の写し、または『離婚を前提とした別居中の誓約書』（様
式指定あり）

必要書類 説明

それぞれの世帯の光熱水費（いず
れか一つ、直近３か月分。）の領
収証の写し

同一住所に居住する同居家族がいる場合は、その同居家族も保育に当た
れないことを証明する書類をご提出いただきます。ただし、その同居家
族と生計が完全に別であることが証明できる場合は、保育に当たれない
ことを証明する書類の提出は求めません。


